
※申請に疑義があるときは補
助金交付の取消や返還請求が
行われることがあります。

※この補助金は，当該年度の予算の範囲内で交付しますので，全ての申請に応じられない場
合がありますので事前にご相談ください。

※補助の対象となる建築物
か,ご確認ください

坂出市民間住宅耐震対策支援事業補助金交付のながれ

坂 出 市
(担当：建設課)

申 請 者
（建物所有者）

　耐震診断の完了

●昭和56年5月31日以前に着
工した住宅

※｢一般診断法」｢精密診断
法」とは，(財）日本建築防
災協会発行の「木造住宅の
耐震診断と補強方法」によ
り，地震に対する安全性を
評価する方法です。

建築士事務所

耐震診断の場合

耐震診断の依頼

(1級・2級・木造建築士）

耐震診断の実施
「一般診断法」

または
「精密診断法」

住宅の耐震診断を行い
たい

事前相談 相談・見積書の作成
「一般診断法」

または

「精密診断法」

補助金交付申請
(様式第1号)に必要書類
を添えて，1月末日迄に

提出してください
補助金の代理受領をする
場合は委任状および同意

書(様式第1号の2)

受理・審査

交付決定通知書
(様式第2号)

交付決定通知書受理

契 約

内容変更(様式第3号)

中止(様式第4号)
受理・審査

完了実績報告書（様式第5号）
(当該年度の2月末日までに提出してください)

耐震診断報告書（様式第8号）

受理・審査

補助金額の確定通知
(様式第7号)

受 理

請求書の提出(様式第7号)
※代理請求をする場合

代理請求及び代理受領委任状の提出（様式１0号）

請求書受理

補助金の交付
耐震診断に要した費用に
9/10を乗じたものと

103,500円いずれか少ない

補助金の受理

代理受領の依頼を受ける

代理受領の場合


